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新監査公表第１１号 

 

 令和４年度包括外部監査の結果に基づく措置について、新潟市長から通知がありましたので、地方自治法（昭和２

２年法律第６７号）第２５２条の３８第６項の規定により以下のとおり公表します。 

 

令和７年１２月２４日 

 

新潟市監査委員  古 俣 誉 浩 

   同     伊 藤 秀 夫 

  同     細 野 弘 康 

 同     中 山  均 

 

令和４年度包括外部監査テーマ 

「経済政策に関する事務の執行について」 

 

新潟市長が講じた措置 

監査結果
報告書
の 頁 

担当部署 指摘事項等 
措置内容等 

第１回 第２回 第３回 

 
186 

 
商業振
興課 

 
第３ 商業振興課 
３－２０ 中小企
業指導・育成事業
費補助金 
 
指摘 23 
本補助金は、会員

である中小企業者に
対し経営改善や技術
発達などを目的に
様々な事業を展開し
ている市内の商工会
議所や商工会に対す
る補助金であるが、
補助対象経費の具体
的な内容や補助額の
算定方法を定めた要
綱や要領などは制定
されておらず、新潟
市補助金等交付規則
に基づく取扱基準で
定めた事業に対し、
商工会等ごとに異な
る金額で平成23年度
から毎年同額の補助
金を交付しているに
過ぎないことが判明
した。補助対象経費
の範囲や補助額の算
定方法などは、要綱
や要領などで明確に
定めるべきである。 

 

 

 

 
 
 
補助対象経費の明確

化も含め、今後の補助
制度のあり方につい
て、商工会と具体的な
協議を行っています。 
 

【検討中】 
 

 
 
 
 
 
 
 
補助対象経費の明確

化も含め、今後の補助
制度のあり方につい
て、商工会と具体的な
協議を行っています。 
 

【検討中】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
商工会と協議の上、

令和 7 年度より、これ
まで商工会ごとに異な
っていた補助対象経費
を統一・明確化したほ
か、これまで定額だっ
た補助金について事業
実績に基づく定率補助
へ移行しました。 
 

【措置済み】 
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商業振

 
第３ 商業振興課 
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興課 ３－２４ 新潟地
下開発株式会社 
 
指摘 25 
外郭団体評価にお

ける新潟地下開発
（株）の評価は、同
社の現状を受けて平
成30年度から連続で
「抜本的な対応が必
要」との最下位の評
価結果となっている
が、この間、同社及
び所管課の商業振興
課では、抜本的な対
応と評価し得るよう
な対応を行っておら
ず、また、抜本的な
対応を進めていくた
めの具体的な計画も
策定していない。市
民の財産である貸付
金9億円を無利息で
貸し続けた場合に
は、それによって逸
失利益が生じ続けて
いるという認識を持
ち、仮に地下開発の
経営が周辺の再開発
などの影響を受けた
としても、それによ
って西堀ローサの収
益が劇的に改善する
シナリオが描けない
のであれば、その動
向を待たずに市とし
ての抜本的な対応方
針を早急に決定する
べきである。 

 

 
 
 
 
指摘内容をふまえ

て、全庁的な会議の場
を設けて、現状認識を
共有し、取り得る方策
を検討しています。 
早急に、新潟地下開

発㈱の対応や、今後の
西堀ローサの在り方に
ついて方針を決定しま
す。 
 

【検討中】 
 

 
 

 
 
 
 

指摘内容をふまえ、
全庁的な会議において
今後の方向性に関する
効果や課題の整理、検
討を実施しました。 
 令和 5年 11月 20日
に会社が会社解散の
方針を決定したこと
から、貸付金債権に
関する手続きを進め
るとともに、今後の
西堀ローサのあり方
についての議論も行
っていきます。 

 
【検討中】 

 

 
 
 
 

新潟地下開発(株)に
ついては令和 7 年 6 月
定例会で貸付金 9 億円
の権利の放棄の議案が
可決され、令和 7 年 7
月末をもって会社解散
し、清算手続きに入り
ました。 
 その清算手続きの中
で、西堀ローサについ
ては市が引き受ける方
針を決定しました。 
 

【措置済み】 
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雇用・
新潟暮
らし推
進課 

 
第５ 雇用・新潟
暮らし推進課 
５－５ 移住支援 
事業 
 
指摘 35 
移住支援金は、

新潟市移住支援金
交付要綱の定めに
より、申請日から
3 年未満に新潟市
以外の市区町村に
転出した場合は全
額、申請日から 3
年以上 5 年以内に
転出した場合は半
額を返還しなけれ
ばならないことと
なっている。本事
業は、令和元年度

  
  
  
 
 
 
 
制度開始時点では、

転出の有無については
住民基本台帳の情報に
より確認を行うことと
して所管課との調整を
完了していましたが、
その後再度調整が必要
な状況となったため、
申請時の住所に文書を
送付するか、公用請求
により当該事項を確認
する予定です。 
 

【検討中】 

 
 
 
 
 
 
 
転出の有無に関する

「追跡調査」について
は、令和元年ころの移
住支援金制度開始時、
定期的に住民基本台帳
の情報により確認する
方向で関係課と調整し
ていましたが、その
後、関係課と協議を進
めるなかで、住民基本
台帳情報利用の法的根
拠が不明確なため、当
事業による追跡調査の
目的での住基台帳情報

 

 

 

 

 

 

県や内閣府など関係

省庁に確認し、今年度

から新規申請者には 1

年ごとに住民票など所

在の確認できる書類を

提示する旨を誓約させ

たうえで申請を受け付

けています。 

また、過去の申請者

に関しては、電話連絡

により所在確認を行う

運用とし、確認を行っ
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から開始されたも
のであるが、令和
4 年 10 月に本事業
の監査を行った時
点では、転出の事
実を住民基本台帳
の情報によって確
認する場合の詳細
な手続き等につい
て、市民生活課と
の調整が完了して
いないとのことで
あった。移住者の
転出の有無の把握
については、本事
業の制度設計に際
しての中核部分に
属するのであるか
ら、その詳細部分
も含めて本事業を
開始するまでに確
定しているべきで
あった。 

 

 
 

の閲覧（利用）は不可
と判断されました。 
その後、郵送や電話

による追跡調査も検討
しましたが、市外転出
か市内移動かも確認で
きず、追跡が困難な状
況です。 
今後、効率的で実効

性ある追跡調査につい
て、引き続き、県や内
閣府など関係省庁と協
議のうえ検討していき
ます。 
 

【検討中】 
 

ています。 

今後も本運用によ

り、申請者の転出の有

無の把握に努めていき

ます。 

 
【措置済み】 
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雇用・
新潟暮
らし推
進課 

 
第５ 雇用・新潟
暮らし推進課 
５－６ 移住促進
特別支援事業 
 
指摘 36 
特別支援金の周知

については、情報提
供機会の公平性を保
つため、新潟市に転
入届を提出した時点
で行われている。一
方、新潟市は特別支
援金の受給者のうち
特別支援金をきっか
けとして新潟市に移
住した者の割合を把
握できていない。そ
のため、特別支援金
が首都圏からの移住
促進のインセンティ
ブとして機能してい
るかどうかを問うこ
となく支給される結
果となっている。特
別支援金の事業目的
が移住促進や中小企
業への就労促進等の
行動促進（インセン
ティブの付与）であ
るとすれば、特別支
援金がそれらのイン
センティブとなって
いると言える場合に
のみ支給されるよう

  
 
 
 
 
 
 
本指摘事項を踏ま

え、現在、本事業が新
潟市への移住の後押し
として機能しているか
を把握する方法を検討
しています。 
 

【検討中】 

 
 
 
 
 
 
 
移住の後押しとして

機能しているかについ
ては、移住支援金及び
移住促進特別支援金に
関する問い合わせ件数
や申請件数そのものが
年々増加傾向にあるこ
とから、インセンティ
ブとして機能している
と考えています。 
また、本指摘事項を

踏まえ、次年度以降に
本事業の要件を拡充し
て実施する際には、就
業要件の内容などイン
センティブとして機能
するよう要綱の見直し
を検討し、事業を実施
していく予定です。 
 

【検討中】 
 

 

 

 

 

 

 

特別支援金の情報提

供については首都圏で

開催している移住セミ

ナーや三大都市圏で行

われている移住フェア

において行っているほ

か、三大都市圏在住者

向けに WEB 広告等を用

いて広く実施していま

す。そのため、移住前

に本制度の内容につい

て把握した状態で移住

される方も数多くお

り、ほとんどの支援金

受給者にとってインセ

ンティブとして機能し

ていると考えられるこ

とから、現在の方法で

事業を進めていきま

す。 

 

【不措置】 
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な合理的な制度設計
であるべきである。 

 

 

※「措置内容等」欄に、カッコ書きで記載の措置区分について 

 【措置済み】は、措置を実施済みのもの、 

 【不措置】は、措置をしないことを決定したもの、 

 【検討中】は、措置方針を検討中のもの、または、措置方針は決定したが未実施のもの、 

を示しており、担当部署からの報告内容を基に、監査委員事務局が追記し、担当部署が確認したものです。 


